
議題（２）

専門部会の設置と部会員の推薦について

資料２



１．専門部会の設置
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統合準備委員会

学校運営部会 教育課程部会 学校生活部会 事務部会 PTA部会 ５つの専門部会

所掌事項

学校の名称
校章
校歌
学校運営 等

所掌事項

教育課程
学校行事 等

所掌事項

学校生活
通学体制 等

所掌事項

学校事務
備品 等

所掌事項

PTA組織 等
所掌事項を割振り

（資料1 P6）



２．統合準備委員会と専門部会の役割
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統合準備委員会

学校運営部会 教育課程部会 学校生活部会 事務部会 PTA部会

教育委員会

②協議した内容を報告

④協議した内容を報告
連絡調整

⑤決定

①専門部会で協議
↓

②専門部会から統合準備委員会に報告
↓

③統合準備委員会で協議
↓

④統合準備委員会から教育委員会に報告
↓

⑤教育委員会で決定

①協議①協議 ①協議 ①協議 ①協議

③協議



３．専門部会の構成員
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学校運営部会
仁手小
学校区

藤田小
学校区

本庄東小
学校区

1人1人1人学校長

1人1人1人PTA代表

1人1人1人未就学児保護者
代表

1人1人1人学校運営協議会
代表

1人1人1人自治会
代表

教育課程部会

仁手小
学校区

藤田小
学校区

本庄東小
学校区

２人２人２人教職員代表

学校生活部会

仁手小
学校区

藤田小
学校区

本庄東小
学校区

1人1人1人教職員代表

1人1人1人PTA代表

1人1人1人未就学児保護者
代表

1人1人1人学校運営協議会
代表

1人1人1人自治会
代表



３．専門部会の構成員
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事務部会
仁手小
学校区

藤田小
学校区

本庄東小
学校区

２人２人２人教職員代表

ＰＴＡ部会
仁手小
学校区

藤田小
学校区

本庄東小
学校区

1人1人1人教職員代表

1人1人1人PTA代表

1人1人1人学校運営協議会
代表



４．推薦を依頼する専門部会
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設置する５つの専門部会のうち、
学校運営部会 教育課程部会 学校生活部会 の３つの専門部会については、
協議を開始するため、部会員を決定します。

事務部会 PTA部会 については、令和９年度以降の協議開始を予定していますので、
協議開始前に部会員を決定します。



５．部会員推薦の流れ

専門部会の委員は要綱により統合準備委員会の委員長が指名するため、各団体から推薦さ
れた者に委員長から就任依頼をします。
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各団体からの
推薦書提出

委員長から
被推薦者に
就任依頼

被推薦者が
同意書の提出

12月末予定

部会員決定

※推薦書の提出状況によって就任依頼の発送が前後します。



６．推薦を依頼する団体
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各団体に依頼する部会員の人数
依頼する専門部会と部会員の人数

推薦依頼者団体
学校生活部会教育課程部会学校運営部会
１名（教職員）２名（教職員）１名（学校長）学校長各小学校

１名-１名ＰＴＡ会長各小学校ＰＴＡ
１名-１名学校運営協議会会長各小学校学校運営協議会
１名-１名自治会連合会長各小学校区自治会

※学校運営部会及び学校生活部会の未就学児保護者代表の部会員については、統合準備委員会の
未就学児保護者代表の委員に兼任していただくか公募を実施します。

学校生活部会教育課程部会学校運営部会

１名-１名各小学校区未就学児保護者



７．推薦書の提出について

推薦書の提出期限は、
令和７年１２月５日（金）までにお願いします。

提出方法 ：窓口（学校教育課 市役所4F）
各小学校経由
Mail（gakkou@city.honjo.lg.jp)

提出は本日お配りした用紙またはデータでお願いします。
（本日様式をメールで送付します）
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mailto:gakkou@city.honjo.lg.jp

